[bookmark: _Hlk192161058][bookmark: _Hlk224817313]鎌倉市障害者地域生活サポート事業実施要綱
（趣旨）
第１条　この要綱は、障害者の地域生活移行を促進するため、神奈川県が定める「市町村障害者福祉事業推進補助金交付要綱」、「市町村障害者福祉事業推進補助金交付要領」及び「市町村障害者福祉事業推進補助金事業実施要領（障害地域生活サポート事業分）（以下「県要領」という。）」に基づき実施する、鎌倉市障害者地域生活サポート事業に必要な事項を定めるものとする。
（補助等の対象）
第２条　補助金等の交付対象となるものは、次条に定める事業を適切に実施できると認められる社会福祉法人等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(１)　市内に所在するもの。
(２)　横須賀市内又は相模原市内に所在し、令和６年度（2024年度）中に神奈川県から民間障害福祉施設運営費補助金の交付を受けていたもの。
(３)　施設入所支援を提供する障害者支援施設。
(４)　令和４年度（2022年度）中に神奈川県から障害福祉サービス等地域ネットワーク強化事業補助金の交付を受けていたもの。
（事業の内容）
第３条　補助等の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとし、前条第１号に掲げるものは第１号、第４号、第６号及び第８号を補助等の対象とする。前条第２号に掲げるものは、第６号、第７号及び第８号に掲げる事業を補助等の対象とする。前条第３号に掲げるものは、第５号に掲げる事業を補助等の対象とする。前条第４号に掲げるものは、第２号及び第３号に掲げる事業を補助等の対象とする。
(１)　単独型短期入所促進事業
身近な地域の障害福祉施設等で短期入所の促進を図ることを目的とするもので、指定基準に基づき、単独型事業所である指定短期入所事業所において行う、宿泊を伴う短期入所事業。
(２)　福祉型短期入所利用促進事業
重症心身障害児若しくは同様の状態にある障害者（以下「重症心身障害児者」という。） 若しくは気管切開、痰の吸引、胃ろう、経管栄養、ＩＶＨ、膀胱ろう又はこれに準じると市長が認めた医療行為について、看護職員等（保健師、助産師、看護師及び准看護師（以下「看護職員」という。）並びに社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）第２条第２項に規定する介護福祉士並びに同法附則第３条第１項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。）による医療的支援を日常的に必要とする者又はこれに準じると市長が認めた者（以下「重症心身障害児者等」という。）に対して短期入所を提供する事業。重症心身障害児者等の受け入れにあたっては、支援を行っている間、看護職員等を必要に応じ配置する。
(３)　短期入所送迎促進事業
重症心身障害児者等又は常時医療的ケアが必要な障害児者に対して居宅等と短期入所事業所の間の送迎を行う事業。送迎を行うにあたっては、利用者（本市が支給決定を行う者に限る。以下同じ。）１人に対して、支援員等が１人以上付き添う。
(４)　地域交流等支援事業
地域住民の障害者への理解が深まるような交流等を通じて相互理解を促進する事業（社会福祉法人等がその施設又は周辺地域で実施し、地域住民が参加して定期的に行われる事業を含む。）で、市長が認めるもの。
(５)　生活環境改善支援事業
入所施設において、個室（ユニット）を設置し、生活環境をより地域での生活環境に近づけることを目的とした支援を行う事業。事業の実施にあたっては次の各項目を全て満たすものとする。
ア　施設から地域生活移行を予定している利用者（本市が支給決定を行う者に限る。以下同じ。）又は強度行動障害等で個室での支援が必要とされる利用者に対して行うもの。
イ　居室は個室とし、原則10人程度を単位とした、日常生活を送る上で必要な設備が設けられていること。
ウ　指定基準等に定める人員基準の他に、常勤換算方法で１名以上の人員を配置すること。
エ　施設入所支援において実施するもの
(６)　重度重複障害者個別支援事業
身体障害者手帳１、２級、療育手帳Ａ１、Ａ２、精神保健福祉手帳１級のうち、複数の手帳の交付を受けた者又は同様の状態にあると市長が認めた者（加齢により心身機能に変化があった者で、介護保険サービスが利用可能な者（介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する要介護被保険者又は第53条第１項に規定する居宅要支援被保険者に該当し得る者）を除く。）に対し、個々の障害に適した支援を行う事業。事業の実施にあたっては次の各項目を全て満たすものとする。
ア　指定基準等で定められた人員基準を超えて職員を配置すること。
イ　生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援又は放課後等デイサービスにおいて実施するもの。
(７)　行動障害者支援事業
行動障害等のため、日常的に多くの支援を要する者で、障害支援区分が３以上で、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第５号)第一条第一項に規定する障害支援区分認定調査の結果に基づき、同令別表第一における調査項目中「コミュニケーション」、「説明の理解」、「大声・奇声を出す」、「異食行動」、「多動・行動停止」、「不安定な行動」、「自らを傷つける行為」、「他人を傷つける行為」、「不適切な行為」、「突発的な行動」及び「過食・反すう等」並びにてんかん発作の頻度について、厚生労働大臣が定める基準（平成18年厚生労働省告示第543号）別表第二に掲げる行動関連項目の欄の区分に応じ、その行動関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の０点の欄から２点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が６点以上10点未満の利用者又は児童であって同程度の状態（平成24年厚生労働省告示第270号の第13号に掲げられた表の行動障害の内容の欄の区分に応じ、その行動障害が見られる頻度等をそれぞれ同表の１点の欄から５点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が概ね13点以上20点未満）にあると市長が認めた者に対し、個々の障害に適した支援を行う事業。事業の実施にあたっては次の各項目を全て満たすものとする。
ア　指定基準等で定められた人員基準を超えて職員を配置すること。
イ　生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援又は放課後等デイサービスにおいて実施するもの。
(８)　医療的ケア支援事業
気管切開、痰の吸引、胃ろう、経管栄養、ＩＶＨ、膀胱ろう又はこれに準じると市長が認めた医療行為について、看護職員等による医療的支援を日常的に必要とする者に対し、医療支援を行う事業。事業の実施にあたっては次の各項目を全て満たすものとする。
ア　看護職員等を常勤換算で１人以上配置すること。
イ　生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援又は放課後等デイサービスにおいて実施するもの。
（補助金等の額）
第４条　この要綱による補助金等は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(１)　単独型短期入所促進事業
事業実施に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、役務費、需用費、その他の事務執行に要する費用
利用者１人あたり　1,300円／日
(２)　福祉型短期入所利用促進事業
事業実施に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、役務費、需用費、その他の事務執行に要する費用
利用者１人あたり　9,900円／日
(３)　短期入所送迎促進事業
2,640円／回（片道）
(４)　地域交流等支援事業
事業実施に必要な報酬、給料、職員手当等、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料、その他の事務執行に要する費用
１法人あたり　1,000千円／年
(５)　生活環境改善支援事業
事業実施に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、役務費、需用費、その他の事務執行に要する費用
利用者１人あたり　41,390円／月
(６)　重度重複障害者個別支援事業
事業実施に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、役務費、需用費、その他の事務執行に要する費用
利用者１人あたり　3,000円／日
(７)　行動障害者支援事業
事業実施に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、役務費、需用費、その他の事務執行に要する費用
利用者１人あたり　1,400円／日
(８)　医療的ケア支援事業
事業実施に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、役務費、需用費、その他の事務執行に要する費用
利用者１人あたり　2,300円／日
（補助金の交付申請及び交付決定並びに事業実施の届出）
[bookmark: _Hlk224835653]第５条　鎌倉市障害者地域生活サポート事業を実施しようとする社会福祉法人等は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める補助金の交付申請又は事業実施の届出を行わなければならない。
(１)　第３条第１項第４号に掲げる事業
障害者地域生活サポート事業補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
ア　障害者地域生活サポート事業実施届（県要領第１号様式）
イ　障害者地域生活サポート事業実施計画書
ウ　歳入歳出（収入支出）予算書
エ　その他市長が必要と認めた書類
[bookmark: _Hlk224832479](２)　第３条第１項各号（第３条第１項第４号に掲げる事業を除く）に掲げる事業
障害者地域生活サポート事業実施届（県要領第１号様式）に次に掲げる書類を添付して、市長に届け出なければならない。
ア　障害者地域生活サポート事業実施計画書
イ　その他市長が必要と認めた書類
２　　市長は、前項第１号の補助金交付申請があったときは、申請に係る書類の内容の審査及び必要な調査を行い、交付の可否を決定し、障害者地域サポート事業補助金交付（不交付）決定通知書（第２号様式）により当該申請者に通知するものとする。
（補助金の変更等の届出等）
第６条　前条の交付申請又は事業実施の届出を行った社会福祉法人等は、当該交付申請又は事業実施の届出の内容に変更等が生じたときには、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおり変更等の届出等を行わなければならない。
(１) 第３条第１項第４号に掲げる事業
ア　補助事業の経費の配分を変更し、又は補助事業の内容を変更し、中止し、若しくは廃止しようとするときは、障害者地域生活サポート事業補助金変更（中止・廃止）承認届出書（第３号様式）に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
イ　交付決定後に補助対象額の変更により変更交付申請を行う場合には、障害者地域生活サポート事業補助金変更交付申請書（第４号様式）に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
ウ　補助事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(２)　第３条第１項各号（第３条第１項第４号に掲げる事業を除く）に掲げる事業
当該事業を変更、中止又は廃止したときは、速やかに障害者地域生活サポート事業変更（中止・廃止）届（県要領第２号様式）に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
（実績報告等）
第７条　補助金等の交付を受けた社会福祉法人等は、事業完了後速やかに次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるところにより実績報告等を行わなければならない。
(１)　第３条第１項第４号に掲げる事業
障害者地域生活サポート事業実績報告書（第５号様式）に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。なお、現に事業に要した費用の額が交付決定を受けた補助金の額に満たないときは、当該満たない額に相当する金額を市長に返還しなければならない。
ア　障害者地域生活サポート事業実施状況届（県要領第３号様式）
イ　障害者地域生活サポート事業実施報告書
ウ　歳入歳出(収入支出)決算書
(２)　第３条第１項各号（第３条第１項第４号に掲げる事業を除く）に掲げる事業
障害者地域生活サポート事業実施状況届（県要領第３号様式）に次に掲げる書類を添付して、市長に届け出なければならない。
ア　障害者地域生活サポート事業実施報告書
イ　その他市長が必要と認めた書類
（決定の取消し）
第８条　市長は、社会福祉法人等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の取消し及び既に交付した補助金等の全額又は一部を返還させることができる。
(１)　偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(２)　当該補助金等を目的以外に使用したとき。
(３)　事業の実施に当たり不正な行為があったとき。
(４)　その他この要綱に違反したとき。
（補助金等の請求方法）
第９条　社会福祉法人等は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める方法により補助金等を市長に請求するものとする。
(１) 第３条第１項第４号に掲げる事業
第５条第２項の規定による交付決定を受けた後に請求書を提出する。
(２) 第３条第１項各号（第３条第１項第４号に掲げる事業を除く）に掲げる事業
介護給付費等の請求に関する省令（平成18年厚生労働省令第170号）第２条又は障害児通所給付費等の請求に関する省令（平成18年厚生労働省令第179号）第２条の規定による請求に併せて行う。
２　市長は、前項第２号による補助金等の交付に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託できるものとする。
（その他の事項）
第10条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
付　則
この要綱は、決裁の日から施行し、平成19年４月１日以後に実施した補助事業について適用する。
付　則
この要綱は、決裁の日から施行し、平成21年９月１日以後に実施した補助事業について適用する。
付　則
この要綱は、決裁の日から施行し、平成22年４月１日以後に実施した補助事業について適用する。
付　則
この要綱は、決裁の日から施行し、平成23年４月１日以後に実施した補助事業について適用する。
付　則
この要綱は、決裁の日から施行し、平成24年４月１日以後に実施した補助事業について適用する。
付　則
この要綱は、決裁の日から施行し、平成26年４月１日以後に実施した補助事業について適用する。
付　則
この要綱は、決裁の日から施行し、平成29年４月１日以後に実施した補助事業について適用する。
付　則
この要綱は、決裁の日から施行し、平成31年（2019年）４月１日以後に実施した補助事業について適用する。
付　則
この要綱は、決裁の日から施行し、令和７年（2025年）４月１日以後に実施した補助事業について適用する。
付　則
この要綱は、決裁の日から施行し、令和８年（2026年）４月１日以後に実施した事業について適用する。
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